












大幅な物価高騰に加え、人件費（特に紹介手数料）が上昇し医業損益が大幅に悪化
診療報酬制度(公定価格)で運営されている医療機関の経営を圧迫
破綻懸念先とされる債務償還年数マイナス・30年超の病院が半数

地域医療は危機的状態

３ 人材紹介会社による紹介の実態と影響②
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▎医療機関の経営を圧迫
一般病院の医業損益(１施設当たり)
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出典：川脇市病院協会「病院経営に係る要望書」添付資料（緊急調査）
2024年度診療報酬改定後の病院経営状況( 日本病院会ほか )

損益差額
▲181,927千円

損益差額
▲224,240千円

一般病院の人材委託費及び紹介手数料(１施設当たり)

出典：厚生労働省「令和５（2023）年度 第24回医療経済実態調査報告」
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5

３ 人材紹介会社による紹介の実態と影響③

▎医療関係団体からの要望状況

 人的資源確保が医療継続のための最重要課題になっている。人材確保のために、人材紹介会
社の仲介が必要となっており、紹介手数料は医療機関の経営を圧迫し、特に東京都では人件費
が高く影響が大きいことが明らかである。

 訪問看護師の求人倍率は全国で約4倍、県内では１０倍と高く、無料職業紹介を利用した人
材確保が非常に困難な状況にある。在宅医療実態調査結果でも看護職員の採用に至った募集
は人材紹介会社が最も多くなっており、職員の確保にかかる紹介手数料等の負担が増している。

 人材紹介会社からは、非常に高額の紹介手数料が請求されており、この傾向は、人件費の高騰
や人材不足と軌を一にしてエスカレートし、病院経営を圧迫している。

 看護職の離職率が高く、採用は人材紹介会社に頼らざるを得ないのが実情である。その際、一
人を雇用する度に求人側が看護師の年収の20〜40 ％の紹介手数料を人材紹介会社に支
払っており、病院、診療所、訪問看護ステーションの各方面から悲鳴が聞こえている。

九都県市において、病院協会、医師会、保険医協会、看護協会など多数の団体から要望書の提出あり︕

(東京都医師会）

（千葉県看護協会）

（川崎市看護協会）

（神奈川県病院協会）

8



6

●「医療・介護・保育」分野の
職業紹介事業者に対する
指導監督を実施 (令和5年度)

●「医療･介護･保育」求人者
向け特別相談窓口の設置

●「医療･介護･保育」分野のための
人材確保対策コーナーの拡充

●職業紹介優良事業者認定制度の運用

●職業紹介事業者の手数料
実績の公開義務化

●違約金規約の明示義務化
(共に令和7年4月から)

●求職者への「金銭等提供禁止」・
「就職後２年間の転職勧奨禁止」を
職業紹介事業の許可条件に追加
(令和7年1月から)

（２）
雇用仲介事業の
更なる見える化

（１）
法令遵守徹底

のためのルール
と施行の強化

（４）
ハローワーク
の機能強化等

（３）
集中的指導
監督の実施

国の
対応

法令遵守の徹底と雇用仲介事業の見える化に重きが置かれ、
紹介手数料そのものへの規制は行われていない

４ 国の対応状況
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５ 国への要望事項

7

看護職員等の安定的な確保を図る観点からも、
手数料に係る適切な上限設定やその内容を遵守させるための実効性の確保等、
必要となる措置を講じること。

要望事項

【現状の課題】人材紹介会社への高額な手数料の支払いが医療機関の経営を圧迫

●職業安定法や国の要領において、手数料には上限制と届出制が規定されており、
任意でいずれかを採用もしくは併用可能

●任意の選択が可能であるため、多くが届出制を選択し、手数料の高額化を招く一因となっている
●上記により、実質的に法令による規制が機能していないため、要望事項のとおり規制強化に加え、

その内容を人材紹介会社が遵守するような措置が必要

補足
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公園・緑地及び学校敷地内の樹木並びに街路樹における 

倒木等への対策について（案） 

 

我が国では、主として高度経済成長期以降に積極的に整備し、又は保全

してきた公園・緑地及び学校敷地内の樹木並びに街路樹において、老木

化・大径木化が進行している。 

これらの樹木は、長年にわたり環境保全や景観の向上、防災機能、さら

には学校等における情操教育やシンボルツリーといった多面的な役割を

担ってきた。 

一方で、令和７年４月に国土交通省から公表された「倒木等による事故

に関する全国調査について」において、近年は気候変動の影響により自然

災害が激甚化・頻発化していることに加え、病害虫の被害も深刻化してお

り、倒木や落枝等によって地域住民や道路通行者等が重大な事故に巻き込

まれる事例が全国各地で発生していることが明らかとなった。これらの事

態は、住民の安全・安心な暮らしを脅かしている。 

樹木が持つ多面的な機能を引き続き確保しつつ、事故等の防止を目的に

適正な管理を行うためには、定期的な剪定にとどまらず、倒木等のリスク

を未然に防ぐための点検や、樹木医等の専門家による診断を計画的に実施

し、その結果に基づいて必要な対応を進めていくことが不可欠である。 

しかしながら、公園・緑地及び学校敷地内の樹木並びに街路樹の管理に

関しては、点検・診断・剪定・伐採・更新・病害虫防除について、国にお

いて一定の指針等を示しているものの、実務遂行上の技術的支援が必ずし

も十分でないため、一定の管理水準を保てない恐れがある。また、こうし

た取組に係る財政支援制度も十分に整備されておらず、多くの地方公共団

体においては、限られた財源の中で対応を迫られており、財政的負担が大

きな課題となっている。 

ついては、次のとおり国に対し要望する。 

 

公園・緑地及び学校敷地内の樹木並びに街路樹について、昨今の倒木等

による事故の発生を踏まえ、事故の未然防止の考え方に基づく管理計画の

策定及び点検・診断・剪定・伐採・更新・病害虫防除について、国として

技術的・財政的な支援を拡充すること。 

相模原市提案（確定案） 
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 令和７年  月  日 

 

 国 土 交 通 大 臣  金 子 恭 之 様 

 総 務 大 臣  林   芳 正 様 

 文 部 科 学 大 臣  松 本 洋 平 様 

 

九都県市首脳会議                   

座 長  横 浜 市 長   山 中 竹 春  

埼 玉 県 知 事   大 野 元 裕  

千 葉 県 知 事   熊 谷 俊 人  

東 京 都 知 事   小 池 百 合 子  

神 奈 川 県 知 事   黒 岩 祐 治  

川 崎 市 長   福 田 紀 彦  

千 葉 市 長   神 谷 俊 一  

さ い た ま 市 長   清 水 勇 人  

相 模 原 市 長   本 村 賢 太 郎  
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第８８回九都県市首脳会議 相模原市提案
令和７年１０月３１日

1

公園・緑地及び学校敷地内の樹木並びに街路樹における
倒木等への対策について

13



1960年代 1970年代1950年代以前

歴史・背景

2

■ 国策としての樹木の整備・保全

都市公園等整備緊急措置法(1972年)
公害問題の顕在化や緑とオープンスペースの減少
等を背景に、緊急的・計画的な整備を推進

道路環境保全のための道路用地の取得
及び管理に関する基準(1974年)
幹線道路を新設・改築する場合、良好な居住環境
を保全するため環境施設帯を車道外側にとり、原
則として植樹帯等を設置

学校環境緑化実施要項(1960年)
教育環境の整備のための環境緑化と、学習活動と
しての環境緑化の実施を推奨

学校施設設計指針(1974年)
「樹木は、校舎、運動場とともに、学校環境を構
成する主要な要素」として位置付け

1960年代以降に整備・保全が進められてから ６０年以上が経過

街路構造令(1919年)
遊歩道に並木植栽を行うことを規定

首都圏近郊緑地保全法(1966年) 都市緑地法(1973年)
地域住民の健全な生活環境の確保、無秩序な市街地化の防止のため、広域
的な見地から緑地を保全するものとして制定

道路構造令改正(1958年)
歩道に並木を設ける場合の幅員を規定
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○ 倒木等発生件数（全国）

■ 老木化・大径木化の進行 ■ 自然災害の激甚化・頻発化
■ 病害虫の被害の深刻化

倒木等による事故の発生件数は 増加傾向
出典：倒木等による事故に関する全国調査について（R7 国土交通省）
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倒木等の発生状況 ②

4
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○ 倒木等発生件数（都道府県別）※令和３年４月１日から令和６年１１月７日までの累計

■ 老木化・大径木化の進行 ■ 自然災害の激甚化・頻発化
■ 病害虫の被害の深刻化

倒木等による事故の発生は 一都三県に多い
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出典：倒木等による事故に関する全国調査について（R7 国土交通省）
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相模原市の状況（参考）

本市では、市内外での事故等の発生を受けて、その都度緊急点検を行い、剪定・伐採
の緊急対応を実施している。 5
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令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

公園 緑地 学校 街路樹 合計

○ 倒木等発生件数（相模原市）

■ 相模原市においても、倒木等による事故の発生件数は増加

件

出典：相模原市調べ

１２
１４

４３

２４ R4.8 サクラ倒木(市道市役所前通)

R5.6 プラタナス倒木(南区内の小学校)
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重大事故事例

○ R4.8 鹿児島県曽於市（市立高岡小学校）

いずれも危険を予測することが困難だった事例であり、事故の未然防止の考え方に基づいた
取組の強化 が必要となっている。

出典：日野市ホームページ出典：曽於市立高岡小学校 校長死亡事故報告書

校庭中央付近にある大イチョウの枝が落下し、
芝刈りをしていた校長が下敷きになって死亡
風や自重が加わり樹が裂けたとみられる。

○ R6.9 東京都日野市（多摩平第２緑地）

イチョウ並木の木の枝が落下し、下を歩いていた
日野市内に住む36歳の男性が下敷きになって死亡
自らの重みで折れたとみられる。

死 亡 事 故 の発生
ソ オ

6
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樹木が持つ多面的な機能を引き続き確保しつつ、事故等の防止を目的に適正な管理を
行う必要がある。

樹木の機能

○ 景観向上
季節感を演出するなど良好な都市景観の形成

○ 環境保全
緑陰の形成等による温暖化対策
騒音の緩和や大気汚染物質の吸着による環境保全

○ 交通安全
遮光や衝撃緩和等の交通安全機能

○ 防災機能
延焼防止などの防災対策機能

○ 生物多様性の維持
多様な生き物の生息・生育環境

○ 教材としての役割
四季の変化、植物の生態・生理等の観察

7

■ 樹木が持つ多面的な機能

参考：道路緑化技術基準

生活環境保全 ヒートアイランド対策

修景 遮蔽

飛砂防止 建物倒壊防止

緑陰の形成 休憩空間の提供

交通分離 視線誘導

多面的な
機 能
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■ 国において一定の指針等を示しているものの、技術的支援が必ずしも十分でない。
■ 樹木管理は地方公共団体ごとの対応となり、一定の管理水準を保てない恐れがある。

○ 学校
・学校環境における樹木の安全確保について （令和４年 文部科学省）

※上記の「都市公園の樹木の点検・診断に関する指針(案)」を参考資料として挙げている。

課題 ①

8

○ 公園・緑地
・都市公園の樹木の点検・診断に関する指針(案) （平成29年 国土交通省）

○ 街路樹
・道路緑化技術基準 （平成27年 国土交通省）

＜参考＞「倒木等による事故に関する全国調査について」（令和７年 国土交通省）
国土交通省では、調査結果の公表にあたり、「都市公園、道路ともに管理者によって点検の実施状況
が異なることから、今後の点検のあり方について検討」するとし、街路樹については、令和７年９月
から「街路樹点検の実施促進のためのガイドラインに関する検討会」を開催している。

点検・診断・剪定・伐採・更新・病害虫防除 に関する
技術的支援の拡充 が必要

指針等において
点検周期・項目が明確でない

地方公共団体の対応に
ばらつきが生じる

例えば…

（マニュアル等の作成）
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計画策定 や 点検・診断・剪定・伐採・更新・病害虫防除 を
行うための 財政的支援の拡充 が必要

課題 ②

9

■ 管理計画の策定や点検・診断・剪定・伐採・更新・病害虫防除に対する国の財政支援は限定的
■ 地方公共団体の財政的負担が大きく、継続的な対策が困難になる恐れがある。

○ 公園・学校・街路樹
・維持管理に係る補助金等なし

※道路・公園・学校施設が、地方交付税の算定基礎とされている。

○ 緑地
・社会資本整備総合交付金（国土交通省）

令和６年度より、新たに「緑地の機能維持増進事業」が創設
※特別緑地保全地区における皆伐・択伐のほか、機能更新を伴う危険木伐採も交付対象

（単なる緊急対応の危険木伐採は対象外）
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国への要望

公園・緑地及び学校敷地内の樹木並びに街路樹について、
昨今の倒木等による事故の発生を踏まえ、

事故の未然防止の考え方に基づく管理計画の策定及び

点検・診断・剪定・伐採・更新・病害虫防除について、

国として技術的・財政的な支援を拡充すること

10
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３ １及び２の制度構築に向けて、企業の予見可能性を高め事業化や投資を促

すため、早期にその検討状況等について明示しながら進めること。 

 

 

令和７年●月●日 

 

  経済産業大臣  赤澤 亮正 様 

 

九都県市首脳会議    

座 長 横 浜 市 長     山 中 竹 春 

埼 玉 県 知 事     大 野 元 裕 

千 葉 県 知 事    熊 谷 俊 人 

東 京 都 知 事    小 池 百 合 子 

神 奈 川 県 知 事     黒 岩 祐 治 

川 崎 市 長       福 田 紀 彦 

千 葉 市 長     神 谷 俊 一 

さ い た ま 市 長     清 水 勇 人 

相 模 原 市 長     本 村 賢 太 郎 
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-3-

水素等の現状と課題

「価格差支援等」の課題

[主な技術開発状況]

莫大な水素

が必要

鉄鋼生産を賄う

発電量を賄う

供給コスト

の増大

2030年度までに

供給開始する事業

のみを対象

２０３１年度

以降は

支援対象外

物価上昇・

各国の

政策変更

水素還元製鉄

水素専焼・混焼発電
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-4-

先進性のある取組について全国で９案件が選定

東京湾岸では２案件が選定

CCSの現状と課題

[東京湾岸の選定案件]

支援策の状況関係企業案件名輸送方法

CO2量に応じて基準価格と
参照価格のコスト差に着目した
支援を検討中

首都圏CCS
パイプライン

今後検討
マレー半島沖
北部CCS

船舶

※千葉県九十九里沖が
特定区域に指定
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-5-

社会実装へ向けた課題

投資決定できない

不確実性

H2
供給コスト
増大

供給量
不足

社会実装

多額のインフラ
整備費用

価格転嫁が
困難

×

技術開発

社会実装

支援制度を
早期に明示
支援制度を
早期に明示

投資を後押し投資を後押し

（現状） （今後）

技術開発
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-6-

1.水素等の安定調達について、2030年度より後に開始する事業に

対しても、価格差支援及び拠点整備支援と同趣旨の持続的な制度を

創設すること。また、価格転嫁や企業価値の向上など、環境価値が

適切に社会に受容される施策を一層推進すること。

2.CCSの事業化に向け、パイプライン輸送の設備投資等に係る支援制度

を創設すること。また、船舶輸送に係る支援についても、同様に方針を

明示すること。

3.１及び２の制度構築に向けて、企業の予見可能性を高め事業化や投資

を促すため、早期にその検討状況等について明示しながら進めること。

要望内容
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持続可能な航空燃料（ＳＡＦ）の利用促進並びに原料となる 

廃棄物及び廃食用油の活用について（案） 

 

 国際民間航空機関(ＩＣＡＯ)が航空会社に対し 2024 年以降、2019

年比で二酸化炭素排出量を 85％以下へ抑制することを義務化するな

ど、航空分野における脱炭素の取組は急務となっている。国において

も、2030 年時点の本邦エアラインによる燃料使用量の 10％をＳＡＦ

に置き換えるという目標を掲げている。 

航空分野において脱炭素の切り札と言われているＳＡＦであるが、

ＳＡＦの販売価格は、既存燃料と比較して高く、とりわけ国産ＳＡＦ

が海外産ＳＡＦと比較して高価なことが、国産ＳＡＦの供給と利用を

阻害する要因となっており、脱炭素化のみならず、国際競争力や市場

発展の観点からも重要な課題である。 

そのため国は、ＳＡＦの導入拡大に向けて、より一層支援を強化す

る必要がある。 

また、持続可能な航空燃料（ＳＡＦ）の導入促進に向けた官民協議

会の資料によると、廃棄物はＳＡＦ製造のポテンシャルが高いことが

示されているものの、国内における廃棄物からの商用生産には技術面

や資金面での課題がある。 

さらに、全国油脂事業協同組合連合会の資料によると、事業用の廃

食用油はほとんどが回収され再生利用されているのに対して、家庭用

の廃食用油はわずか４％程度の回収にとどまっていることから、家庭

からの廃食用油の回収を拡大し、ＳＡＦの原料として活用することが

求められる。  

そのため国は、早急に、廃棄物及び廃食用油を原料とするＳＡＦの

製造に係る方向性を示すとともに、自治体の実情を踏まえた廃食用油

の回収に係る国の積極的な支援が必要である。 

ついては、次の事項について特段の措置を講じられたい。 

 

１ 航空分野において、ＳＡＦの利用が進むよう、供給事業者に対し

て、既存燃料とＳＡＦとの価格差に係る財政補塡を行うこと。 

２ ＳＡＦの原料として、廃棄物及び廃食用油をどの程度活用してい

くのか、目標や取組の方向性を明確に示すこと。 

３ 家庭からの廃食用油は多くが廃棄されていることから、住民にＳ

東京都提案（確定案） 
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ＡＦの原料として有用な資源であることを周知の上、回収促進につ

ながる施策を推進すること。 

４ 廃棄物及び廃食用油をＳＡＦ原料として活用するために必要な技

術的課題の解決並びに安定的なサプライチェーンの構築等に取り組

む自治体及び民間事業者等に対して、必要な財政・技術開発等の支

援を行うこと。 

 

 

 

令和 年  月  日 

 

 

経済産業大臣     赤澤 亮正  様 

資源エネルギー庁長官 村瀬 佳史  様 

国土交通大臣     金子 恭之  様 

農林水産大臣     鈴木 憲和  様 

環境大臣       石原 宏高  様 

 

 

    九都県市首脳会議              

            座 長 横 浜 市 長  山 中 竹 春 

埼玉県知事  大 野 元 裕 

                千葉県知事  熊 谷 俊 人 

東京都知事  小 池 百合子 

神奈川県知事  黒 岩 祐 治 

                川 崎 市 長  福 田 紀 彦 

千 葉 市 長  神 谷 俊 一 

                さいたま市長  清 水 勇 人 

                相模原市長  本 村 賢太郎 

 

 

33



令和７年10月31日（金）
第88回九都県市首脳会議

持続可能な航空燃料（ＳＡＦ）の利用促進並びに
原料となる廃棄物及び廃食用油の活用について

34



現状・背景

ＳＡＦの利用促進並びに原料となる廃棄物及び廃食用油の活用について

■航空分野におけるＣＯ2排出抑制は世界的な課題であり、ＳＡＦはその切り札

■国内でもＳＡＦの導入目標(2030年時点で使用量の10%)を掲げている

① 既存燃料とＳＡＦとの価格差に係る財政補塡

② ＳＡＦ原料としての廃棄物・廃食用油の活用の方向性の明示

③ 廃食用油の回収促進につながる施策の推進

④ 廃棄物・廃食用油の活用を目指す自治体や民間事業者の取組の支援

ＳＡＦの利用や廃棄物・廃食用油の活用促進には、国の支援が必要

≪要望事項≫

課題

■ＳＡＦの供給量は少なく高価なため、国内の導入は限定的

■原料となる廃棄物や廃食用油の活用が十分に進んでいない
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要望① 既存燃料とＳＡＦとの価格差に係る財政補塡

✓ＳＡＦの販売価格が既存燃料と比べ高く、とりわけ海外産と比較して国産ＳＡＦが
高価なことが、ＳＡＦの供給と利用を阻害

✓都は価格差支援を行っているが、ＳＡＦの導入拡大に向けて、より一層支援を強化
することが必要

☞ ＳＡＦの利用が促進されるよう、供給事業者に対する
既存燃料との価格差に係る財政補塡を要望

■海外政府等のSAF価格差等支援策■既存燃料とＳＡＦの価格差イメージ

日本経済新聞（2025年6月9日）より作成

0

50

100

150

200

250

300

350

既存燃料 海外産SAF 国産SAF

200円の
価格差

100円

200円

300円100円の
価格差

都の補助分
（100円/L）

持続可能な燃料（SAF）の導入促進に向けた官民協議会（2025年6月25日）
中央通訊社記事（2025年4月24日）より作成

主体 空港 概要

ベルギー ブリュッセル空港
政府が価格差の
最大80%を補填

スウェーデン 国営会社Swedaiva管轄空港
国営企業が価格差の
最大50%を補填

シンガポール チャンギ国際空港等
政府がSAFを購入して、

航空会社に提供

台湾 桃園国際空港等
国営企業がSAFを購入して、

航空会社に提供

(円)
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要望② ＳＡＦ原料としての廃棄物・廃食用油の活用の方向性の明示

✓国の使用目標に向け、廃食用油を原料とする安定的な国産SAFの製造・供給が開始。

今後さらに廃食用油やエタノールを原料としたSAF製造所が建設予定

✓原料は海外調達が見込まれ、国内原料使用の具体的な目標や取組を国は示していな

い

☞ エネルギーセキュリティやＣＯ2削減の観点から、国内原料の
 廃棄物や廃食用油の活用は重要、その方向性の明示を要望

■国内ＳＡＦ製造プラントの建設計画

持続可能な航空燃料の導入促進に向けた官民協議会（第６回）及び各社HPより作成 持続可能な航空燃料の導入促進に向けた官民協議会（第３回）より作成

■2030年までのSAFの需要量・供給量の⾒通し

国内原料使用による
国産SAFの具体的な
内訳は示されていない
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要望③ 廃食用油の回収促進につながる施策の推進

✓廃食用油からＳＡＦが製造されることは、一般の方に十分に知られておらず、家庭
からの油の多くは廃棄されている

☞廃食用油が有用な資源であることを広く知ってもらうよう、
家庭からの回収促進につながる施策の推進を要望

■都における取組

家庭からの油回収促進に向けた世界陸上を契機とした回収キャンペーンを展開

②都庁舎回収所（第一本庁舎２階） ③「江戸前じょうご」①ホームページバナー

①北口榛花選手の協力を得て、世界陸上の発信力により、ＳＡＦの認知度向上

②都庁舎や区市町村に約８０か所の回収所を設置

③回収に便利なグッズ「江戸前じょうご」を回収所などで配布

③「江戸前じょうご」の使用イメージ

38



要望④ 廃棄物及び廃食用油の活用に取り組む自治体や民間事業者への支援

✓廃棄物からＳＡＦの原料となるエタノール製造について、国は実証等をしているが、
いまだ商用化の目途はたっていない

☞廃棄物や廃食用油をＳＡＦ原料として活用する先進的な取組に
ついて、財政的・技術的支援を要望

（都における事業採算性の検証支援）

○積水化学工業㈱等の実証プラント

場 所：岩手県久慈市

処理能力：一般廃棄物 約20t／日

製 造 量 ：エタノール１～２kL／日

（環境省の実証事業）

都内廃棄物からのＳＡＦ原料の製造に取り組

む事業者に対し、プラント建設に向けた事業

採算性の検証等を支援

✓廃食用油をＳＡＦ原料としていくサプライチェーン構築に取り組む自治体や民間事
業者への支援が必要

■廃棄物の活用に向けた国や都の取組

■廃食用油の活用に向けたサプライチェーンのイメージ
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地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体制の整備に係る 

地域の実情に応じた支援について（案） 

 
共働き世帯の増加や高齢化、核家族化、地域のつながりの希薄化など社会

構造が変化する中、複雑化・複合化した地域生活課題に対応する包括的な支

援体制の整備を推進するため、国は、令和３年４月施行の改正社会福祉法に

基づき、新たに重層的支援体制整備事業を開始した。当該事業は、市区町村

の任意事業との位置づけであり、介護、障害、子ども・子育て及び生活困窮

の分野における相談支援及び地域づくりに係る既存事業と、新たな機能であ

る多機関協働、参加支援及びアウトリーチ等を通じた継続的支援に係る事業

から構成される。市区町村は、これらの事業を一体的に行うことで、既存事

業の補助金が一体化され、更に新たな機能に係る補助が追加された重層的支

援体制整備事業交付金（以下「交付金」という。）の交付を受けることが可

能となり、国の資料によれば、令和３年度の４２市区町から、令和７年度に

は４７３市区町村まで実施自治体が増えている。 

こうした中、国は、多機関協働事業について、包括的な支援体制の整備主

体である市区町村が、その一部を外部に委託して実施する場合も含めて、自

ら責任を持って実施することを原則とし、令和８年度以降の多機関協働事業

に係る委託については、実態調査等を踏まえ、委託を行う上で必要となる市

区町村の体制や委託が可能な業務の範囲等の例を事業実施要綱で示す予定

としている。 

現在、外部委託により当該事業を実施している市区町村においては、委託

先となる社会福祉協議会等と緊密にコミュニケーションを取りながら、民間

の専門性や既存の地域ネットワーク等も有効活用することで相談支援体制

を構築するなど効果的な取組を行っている事例もある。 

このため、国による制度改正の検討に当たっては、当該事業の円滑な実施

に支障を来すことなく、全体として、当該事業の促進という政策の趣旨・目

的が阻害されることのないよう、各市区町村や都道府県の意見も丁寧に聴取

した上、その実情に即した柔軟な制度設計としていただく必要がある。 

さいたま市提案（確定案） 
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次に、多機関協働事業等に係る交付基準額について、国が、令和５年６月

に実施した、重層的支援体制整備事業を実施している市区町村に対するアン

ケート調査結果では、当該交付基準額の人口区分が５０万人以上の自治体に

おいて、国が想定する人員数を実際の配置人員数が上回る結果であったにも

かかわらず、令和７年度の当該交付基準額の見直しにより、各人口規模に応

じて一定の減額を行う方針が示された。 

その上で、令和７年５月２８日に公表された「『地域共生社会の在り方検

討会議』中間とりまとめ」（以下「中間とりまとめ」という。）では、体制整

備のための人件費補助など、これまでの人口規模のみに応じた財政支援を行

うのではなく、機能や実施した取組に応じた財政的支援を行う必要性が示さ

れた。 

もとより、指定都市のような大都市においては、支援対象となる者が多く、

一定規模の体制整備が必要不可避となるのが実情である。令和７年度の当該

交付基準額の見直し方針が示される以前においても、交付金の交付額のみで

は十分な人員配置を手当てすることが困難であったところ、今後、機能面や

取組面の評価に応じた財政的支援を行うこととなった場合には、このような

大都市の特性も踏まえ、多くの支援対象者への支援が適切に考慮されるよう

な支援実績等の評価の仕組みを構築すべきである。 

中間とりまとめでは、重層的支援体制整備事業を実施せずに包括的な支援

体制を整備している市区町村に対しても、国・都道府県による支援を拡大す

る必要性が示されたが、その場合においても、上述のとおり、地域の実情を

考慮するとともに、人口規模の大きい都市が事業を円滑に実施する上で必要

な財源を確保できるような制度設計としていただくことが重要である。 

また、内閣府は、「孤独死・孤立死の実態把握に関するワーキンググルー

プ」の取りまとめにおいて、警察庁が公表する「警察取扱死体のうち、自宅

において死亡した一人暮らしの者」のデータを孤立死の推計値の基礎とする

ことが妥当との結論を示したところ、当該データについて、現状では市区町

村別の数値は公表されていない。 
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今後、市区町村において包括的な支援体制の整備を進める上では、地域住

民の社会参加等を促すことで、社会的孤立を防ぐことが重要であり、その基

礎資料として、市区町村別等の数値から実態を把握することが必要である。 

 

以上を踏まえ、地域共生社会の実現に向け、各自治体が地域の実情等に応

じた包括的な支援体制を整備できるよう、次のとおり要望する。 

 

１ 重層的支援体制整備事業について、各自治体の実情に応じて活用できる

柔軟な制度設計となるよう、各自治体の意見も丁寧に聴取した上で、その

実情に即した見直しを行うこと。また、機能面や取組面の評価に応じた財

政的支援を行うこととなった場合は、大都市の特性も踏まえた支援実績等

の評価の仕組みを構築すること。 

 

２ 中間とりまとめにおいて示された、重層的支援体制整備事業を実施せず

に包括的な支援体制を整備している市区町村に対して、国・都道府県によ

る支援を拡大する場合についても、１の要望内容を踏まえた制度設計を行

うこと。 

 

３ 警察庁が公表する「警察取扱死体のうち、自宅において死亡した一人暮

らしの者」のデータについて、警察業務に支障のない範囲内で、市区町村

別に年齢階層別、性別、経過日数別等の詳細な人数のデータを各自治体に

提供すること。 

 

令和７年 月 日 

   

厚生労働大臣   上 野 賢一郎 様 

国家公安委員会委員長  赤 間 二 郎 様 
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九都県市首脳会議 

  座 長 横 浜 市 長 山 中 竹 春 

      埼玉 県 知 事 大 野 元 裕 

      東京 都 知 事 小 池 百合子 
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地域共生社会の実現に向けた
包括的な支援体制の整備に係る地域の実情に応じた

支援について

令和７年１０月３１日（金）

第８８回九都県市首脳会議
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「包括的な支援体制」
イメージ図

地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体制の整備の必要性

1

• 共働き世帯の増加や高齢化、核家族化、地域のつながりの希薄化など社会構造が変化し、地域住民の抱え
る地域生活課題の複雑化・複合化が進行

地域生活課題の
複雑化・複合化

• 制度・分野ごとの「縦割り」や、「支える側」と「支えられる側」という従来の関係を超えて、人と人、人と社会
がつながり、住民一人ひとりが生きがいや役割を持ち、地域をともに創っていく地域共生社会の実現が求
められる

地域共生社会の実現

• 地域住民等と支援関係機関が協力し、地域生活課題を抱える地域住民を包括的に支える体制を整備する
必要がある

包括的な
支援体制の整備

国の動向

 平成30年4月 社会福祉法の改正（1回目）
 「包括的な支援体制の整備」について、市区町村の努力

義務として規定

 令和 3年4月 社会福祉法の改正（2回目）
 包括的な支援体制の整備のための任意事業として、

「重層的支援体制整備事業」を開始

複雑化・複合化する地域生活課題に対応するため、地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体制の整備が
必要である。

支援関係機関
②支援関係機関同士が、
連携して支援を行う機能
（部局横断的ケース会議等）

地域住民等
①地域で支え合う機能

（居場所・交流の場、見守り等）

③地域と支援関係機関をつなぐ機能

※第２９回社会保障審議会福祉部会資料を基に作成
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重層的支援体制整備事業の全体像

地域づくりに向けた支援

重層的支援体制整備事業の概要

2

介護、障害、子ども・子育て、生活困窮の分野における「相談支援」及び「地域づくり」に係る既存事業に加え、新たな機能であ
る「多機関協働」、「参加支援」、「アウトリーチ等を通じた継続的支援」に係る事業から構成され、これらを一体的に行う。

※令和5年版 厚生労働白書掲載の重層的支援体制整備事業の概要図を基に作成

重層的支援体制整備事業交付金

既存事業の補助金が一体化され、更に新
たな機能（多機関協働事業等）に係る補
助が追加で交付

参加支援

参加支援事業

課題を抱えた人や世帯
を地域とつなぐ

地域づくり事業

様々な活動をつなぎ、
人と人をつなぎ合わせ
ていく

相談支援

包括的相談支援事業

世代や属性を超えた相
談を受け止め、必要な
機関につなぐ

アウトリーチ等を通じ
た継続的支援事業

継続的な伴走による
支援

地域住民

新

相談支援機関Ａ

相談支援機関Ｂ

相談支援機関Ｃ

新

多機関協働事業

中核の機能を担い、
相談支援機関と連携

消費者相談

多文化共生
若年者支援

保健・医療

教育
新

調整

調整

居住支援 居場所

就労支援

• 日常の暮らしの中での支え合い
• コミュニティ（サークル活動等）
• 居場所をはじめとする多様な場づくり
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課題１ 柔軟な制度設計と財政的支援①

3

令和８年度以降の多機関協働事業に係る委託の取扱い
（令和７年４月30日厚生労働省発事務連絡 「重層的支援体制整備事業の多機関協働事業を委託により実施する市町村への調査等について（依頼）」より）

 従来は、事務の全部又は一部を外部に委託することが認められていたが、行政内部の庁内
連携体制の構築や全体のマネジメント機能等は、外部の事業者のみでは担うことが困難との
認識から、令和8年度以降は、全部を委託することは認めない方針が示された。

 国は、実態調査等を踏まえて、委託を行う上で必要となる市区町村の体制や委託が可能な
業務の範囲等の例を実施要綱で示す予定としている。

各自治体の実情に応じて活用できる柔軟な制度設計が求められる

しかしながら・・・
社会福祉協議会等の民間団体との既存の連携体制や、民間の専門知識を有する人材
等を有効活用するなど、外部委託であっても効果的に事業を実施する自治体もある
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課題１ 柔軟な制度設計と財政的支援②

4

多機関協働事業等の交付基準額の見直し方針
（令和７年３月１２日厚生労働省 令和６年度社会・援護局関係主管課長会議資料より）

見直しの根拠 （令和５年６月実施の多機関協働事業等における人員配置状況についてのアンケート調査結果から抜粋）

基準額
人口区分

令和７年度令和６年度まで

（省略）（省略）（省略）

35,000,000円50,500,000円20万人以上～30万人未満

40,000,000円
56,000,000円

30万人以上～４0万人未満

50,000,000円４0万人以上～50万人未満

55,000,000円61,800,000円50万人以上

減額

0 5 10 15 20

50万人以上

30万人以上～50万人未満

20万人以上～30万人未満

15.7

7.8

9.2

11

10

9

（人）

国
庫
補
助
基
準
額
の
区
分

現行基準額において想定する人員数

アンケート結果における実際の配置人員数

▲4.7人

人口規模の大きい自治体では、
国の想定よりも実際の配置人員
数が多く、もともと交付額が
不十分であったにもかかわらず、
減額の方針が示された。

「新たな機能」に係る３事業が対象
・多機関協働事業
・参加支援事業
・アウトリーチ等を通じた継続的支援事業
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課題１ 柔軟な制度設計と財政的支援③

5

機能面や取組面の評価の方向性
（令和７年５月２８日厚生労働省 「『地域共生社会の在り方検討会議』中間とりまとめ」より）

 包括的な支援体制の整備に向けた具体的な対応を進めていくことが重要であり、これまで
の人口規模のみに応じた財政支援を行うのではなく、機能や実施した取組に応じた財政的
支援を行う必要性が示された。

しかしながら・・・
 大都市では支援対象者が多く、一定規模の体制整備が必要不可避
 財政的支援に当たっては、一定規模の人口数に応じた体制整備を経て

多くの対象者に支援した実績等が適切に評価されるべき

大都市の特性も踏まえた、支援実績等の評価の仕組みに基づく
財政的支援が求められる
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課題２ 支援の拡大に当たっての柔軟な制度設計と財政的支援

6

市区町村における包括的な支援体制の整備に対する支援の拡大
（令和７年５月２８日厚生労働省 「『地域共生社会の在り方検討会議』中間とりまとめ」より）

 重層的支援体制整備事業を実施せずに包括的な支援体制を整備している市区町村に対し
ても、今後、国・都道府県による支援を拡大する必要性が示された。

支援の拡大に当たっては、各自治体の実情を考慮するとともに、
大都市が必要な財源を確保できる柔軟な制度設計が求められる

例えば・・・
現状、重層的支援体制整備事業としての詳細な要件には該当しない場合であっても、
既存の枠組み（※）を活用しながら、ひきこもり、孤独・孤立対策等も射程に入れた、
より広範な包括的支援体制を整備している自治体もある。
（※）関係部署・関係機関間の情報共有、民生委員や地域包括支援センター等との協力体制、生活困窮者自立支援法に基づく支援会

議や地域ケア会議、要保護児童対策地域協議会、社会福祉協議会が主体となった会議体による関与など
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課題３ 包括的な支援体制の整備に向けた孤立死の実態把握①

7

孤立死者数の推計方法
（令和７年4月11日内閣府 「孤立死者数の推計方法等について」（「孤独死・孤立死」WG取りまとめ）より）

 孤立死の「操作的定義」として、以下の考え方が示された

「警察取扱死体のうち、自宅において死亡（自殺も含む）した一人暮らしの者で、その遺体が生前に
社会的に孤立していたことが推認される死後経過時間（日数）の経過後に発見された者の数」

・ 生前に社会的に孤立していたことが強く推認される「死後８日以上」を孤立死の概数を推計するための目安とする
・ 「死後４日以上」についても参考データとして示すことが適当

令和６年の全国値 （警察庁公表データ）

全国値死後経過日数

21,856件死後８日以上

31,843件死後4日以上

ＷＧにおける検討の結果、示された目安

しかしながら・・・
年齢階層別、経過日数別の全国値は公表されているが、
市区町村別や性別のデータが公表されていない。
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課題３ 包括的な支援体制の整備に向けた孤立死の実態把握②

8

データ把握の必要性

 市区町村において包括的な支援体制の整備を進める上で、地域住民の社会参加等を促すこ
とで、社会的孤立を防ぐことが重要。

 孤立死の推計値は、市区町村が「社会的孤立の状態にある人」の年齢・性別等の傾向を把握
し、データに基づいた孤独・孤立対策を展開する上で必要となる。

孤独・孤立対策を推進するための基礎資料として、市区町村別の
データの提供が求められる

【データ活用の一例】
 年齢、性別ごとの孤立死の状況から、支援を重点化すべき対象者像を把握
 その上で、以下の取組を実施
 対象者が「相談支援」につながるよう、対象者像に則した周知啓発の強化
 対象者の地域社会への「参加支援」の働きかけの強化
 対象者像に則した居場所づくり、見守り等の「地域づくり」の強化

 その他、孤立死対策のＰＤＣＡにおける指標として活用
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要望

１ 重層的支援体制整備事業について、各自治体の実情に応じて活用できる柔軟

な制度設計となるよう、各自治体の意見も丁寧に聴取した上で、その実情に即

した見直しを行うこと。また、機能面や取組面の評価に応じた財政的支援を行

うこととなった場合は、大都市の特性も踏まえた支援実績等の評価の仕組みを

構築すること。

２ 中間とりまとめにおいて示された、重層的支援体制整備事業を実施せずに包

括的な支援体制を整備している市区町村に対して、国・都道府県による支援を

拡大する場合についても、１の要望内容を踏まえた制度設計を行うこと。

３ 警察庁が公表する「警察取扱死体のうち、自宅において死亡した一人暮らし

の者」のデータについて、警察業務に支障のない範囲内で、市区町村別に年齢

階層別、性別、経過日数別等の詳細な人数のデータを各自治体に提供すること。

9
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神奈川県提案 

（確定案） 

水道施設の老朽化対策及び耐震化の支援の拡充について（案） 
 

多くが高度経済成長期に整備された水道施設は老朽化が進んでおり、令和５

年度の総務省統計によると、設置後40年を経過した管路延長の割合を示す「管

路経年化率」は全国で約25％であり、この割合は今後、更に高まっていくこと

が予想される。 

そのような中、令和７年４月に京都府京都市で設置後約66年が経過した水道

管の漏水事故が発生し、国道１号の交通規制に至るなど大きな被害が生じた。 

また、同年６月には、神奈川県鎌倉市においても、設置後約60年経過した水

道管の漏水事故が発生し、周辺地域約１万戸の断水により、住民生活に加え、

週末の観光地に大きな影響を与える事態となった。 

水道事業者等が水道施設を計画的に更新し、老朽化対策及び耐震化を加速さ

せるためには、多額の資金が必要であり、経営環境が厳しい状況において、防

災・安全交付金等の国庫補助の活用は欠かせない。 

一方で、当該交付金の年度当初の内示額は、近年、要望額に対して満額は確

保されず、補正予算による措置があるものの計画的な施設整備事業に支障をき

たしかねない状況となっている。また、老朽化対策及び耐震化を加速させるこ

とは、下水道と同様に求められている状況であるが、補助率については下水道

に比較し水道の方が低率となっている。 

加えて、補助の採択基準についても、事業者が施設整備に支出した費用を料

金徴収の対象となる水量で割った「資本単価」に関する要件が厳しいため、補

助制度を利用できない事業者も多い。令和６年度から新たな採択基準として、

耐震化を積極的に進めている事業者に適用される「加速要件」が加わったが、

これも活用できる事業者は限定的である。 

さらに、業務内容が多岐にわたる水道事業では、幅広い専門的知識や技能を

有する職員が求められるが、専門の技術職員は減少傾向にあり、今後、人材不

足による施設の維持管理・更新業務等への支障が懸念されている。 

こうしたことから、全ての水道事業者等が必要な資金を確保するために、現

行の国庫補助制度をより利用しやすい制度にするとともに、安定した事業運営

を実現するために、水道事業に携わる技術職員の人材育成・確保のための取組

などを図ることが重要である。 
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ついては、水道施設の老朽化対策及び耐震化を進めるため、次の事項につい

て、特段の措置を講じられたい。 

 

 １ 水道事業者が計画的に老朽化対策及び耐震化を進められるよう、防災・

安全交付金等の国庫補助について、年度当初から十分な予算額を確保する

こと。 

 

 ２ 防災・安全交付金等の国庫補助について、水道施設・管路に係る老朽化

対策及び耐震化事業の補助率を引き上げること。加えて、資本単価要件を

はじめとする採択基準を緩和すること。 

 

 ３ 水道事業に携わる技術職員の人材育成・確保を支援するほか、施設の維

持管理・更新に関する新技術の開発・導入の推進など水道インフラのメン

テナンスの効率性向上に向けた取組を加速すること。 

 

令和７年●月●日 

 

国土交通大臣 金子 恭之  様 

 

九都県市首脳会議    

座 長 横 浜 市 長      山 中 竹 春 

埼 玉 県 知 事      大 野 元 裕 

千 葉 県 知 事     熊 谷 俊 人 

東 京 都 知 事     小 池 百 合 子 

 神 奈 川 県 知 事      黒 岩 祐 治 

                  川 崎 市 長         福 田 紀 彦 

千 葉 市 長      神 谷 俊 一 

さ い た ま 市 長      清 水 勇 人 

相 模 原 市 長      本 村 賢 太 郎 
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水道施設の老朽化対策及び耐震化の
支援の拡充について

令和７年10月31日
第88回九都県市首脳会議
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1

水道施設の老朽化対策及び耐震化の支援の拡充について

出典︓総務省 地方公営企業決算

12.4 13.2 
15.0 15.9 

17.8 
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22.3 

23.8 
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H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

※全管路延長約77.3万kmに占める法定耐用年数（40年）を超えた延長約19.6万kmの割合

令和５年度の国の調査によると…
25.4

提案の背景

この割合は今後、更に高まっていくことが予想される

設置後40年を経過した
管路延長の割合は、全国で約25％※

水道施設は多くが高度経済成長期に整備され、老朽化が進行
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大規模な漏水事故の発生

そのような中…現状と課題

令和７年４月 京都市

• 老朽化した水道管（S34年布設）が破損

• 国道１号が交通規制に至るなど大きな被害

令和７年４月 京都市

• 老朽化した水道管（S34年布設）が破損

• 国道１号が交通規制に至るなど大きな被害

令和７年６月 鎌倉市
• 老朽化した水道管（S39年布設）の

継手部分のボルトが腐食し離脱
• 周辺地域約１万戸の断水により、

住民生活・観光地に大きな影響

令和７年６月 鎌倉市
• 老朽化した水道管（S39年布設）の

継手部分のボルトが腐食し離脱
• 周辺地域約１万戸の断水により、

住民生活・観光地に大きな影響

2

出典︓国土交通省資料から抜粋
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国庫補助制度
現状と課題

3

国庫補助制度をより利用しやすくすることが重要

給水人口の減少による
水道料金収入の減少

出典︓総務省 地方公営企業決算

防災・安全交付金等の国庫補助の活用が欠かせない

水道施設の老朽化対策及び耐震化を進めるためには、多額の資金が必要だが、
水道料金収入が減少しており、経営環境が厳しい状況

●年度当初から必要な予算が確保されていない。

●補正予算による措置はあるが、計画的な事業実施に支障。

●補助率が低く、採択基準(※)も厳しいため、
利用できる事業者は限定的。

しかし

27,714 

26,535 
26,406 

25,922 

26,242 

25,000

25,500

26,000

26,500

27,000

27,500

28,000

H22年度 H27年度 R3年度 R4年度 R5年度

水道料金収入（全国）
（億円）

全ての水道事業者が必要な資金を確保できるよう…

※例）資本単価︓施設整備に支出した費用を料金徴収の対象となる水量で割った金額
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●

水道事業者の人材育成・確保
現状と課題

4

●水道事業の技術職員は減少傾向
過疎地域では技術職員１人で対応することも…

水道事業に携わる専門人材の不足

老朽化等に起因する事故を防止するためには、施設の点検を含む維持・修繕や
更新を適切に行い、水道施設を良好な状態に保つ必要がある。

今後、人材不足による施設の維持管理・更新業務
等への支障が懸念される。

出典︓公益社団法人 日本水道協会 水道統計

職

員

数
（
人
）

幅広い専門的知識や技能を有する職員が欠かせない
しかし

27,782

25,063

23,846 23,534 23,389

20,000

22,000

24,000

26,000

28,000

30,000

H14年度 H19年度 H24年度 H29年度 R4年度

技術職員数 計（人）

減少傾向

技術職員の人材育成・確保のための
取組などを図ることが重要

安定した事業運営を実現するため…
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●

提案内容

5

１ 水道事業者が計画的に老朽化対策及び耐震化を進められるよう、
防災・安全交付金等の国庫補助について、年度当初から十分な予算
額を確保すること。

２ 防災・安全交付金等の国庫補助について、水道施設・管路に係る
老朽化対策及び耐震化事業の補助率を引き上げること。
加えて、資本単価要件をはじめとする採択基準を緩和すること。

３ 水道事業に携わる技術職員の人材育成・確保を支援するほか、施
設の維持管理・更新に関する新技術の開発・導入の推進など水道イ
ンフラのメンテナンスの効率性向上に向けた取組を加速すること。
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「朝の小 1 の壁」の解消について（案） 

 
国は、「こどもまんなか実行計画 2025」において、「困難に直面するこ

ども・若者への支援」「未来を担うこども・若者へのより質の高い育ちの

環境の提供と少子化対策の推進」「『こどもまんなか』の基礎となる環境づ

くりの更なる推進」について、重点的に取り組むこととし、各種施策を推

進している。 

その中で、学校における働き方改革の一環として、学校の開門を登校時

間の直前とするなど朝の時間帯の教師の業務負担軽減の取組が行われて

いる。一方、こどもの小学校入学に際して、保育所の預かり開始時間と小

学校の登校時間の差により保護者等が仕事等を変更せざるを得ない状況

になること、いわゆる「朝の小１の壁」が課題となっている。 

国が令和６年度に実施したこどもの居場所に関する調査においても、学

校がある日の朝の主な居場所について「こどもが一人で過ごす時間があり、

不安がある」との回答が３割弱と一定数を占めている。 

「朝の小１の壁」の解消に向けて、地域の実情に応じて朝の居場所づく

りの対応を始めた地方自治体もあるが、国においては、自治体への実態調

査に取り組んでいるものの、現段階での自治体に対する働きかけは、モデ

ル事業への支援、事例紹介等に留まっている。 

また、真の「こどもまんなか社会」を実現していくためには、国・自治

体のみならず、企業を含む社会全体で「こども・子育てに優しい社会づく

り」に取り組んでいくことが不可欠である。企業等においては、これまで

も子育てしやすい職場環境への取組が進められているものの、更なる取組

の推進が求められており、こどもの小学校入学後も安心して働き続けられ

る環境が整えられることは、保護者自身のキャリア形成はもとより、企業

における人材確保にも資するものと考える。 

埼玉県提案（確定案） 
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こうしたことから、「朝の小 1 の壁」の解消に向けて、次のとおり要望

する。 

 

１ 国として、「朝の小１の壁」については、社会全体で取り組むべき課

題であることを明確に打ち出すとともに、多様でより柔軟な働き方が可

能となるよう、企業の働き方改革が一層促進されるための取組を推進す

ること。 

 

２ 地域の実情を踏まえ、「朝の小 1 の壁」の解消に向けた事業を地方自

治体が実施していく場合には、各自治体が安定的に事業を実施できるよ

う、十分な財政措置を行うこと。 

 

 

令和７年 月 日 

   

内閣府特命担当大臣（こども政策 少子化対策） 

黄川田  仁 志 様 

文部科学大臣      松 本  洋 平 様 

厚生労働大臣      上 野  賢一郎 様 

財務大臣       片 山   さつき 様 

 

    九都県市首脳会議              

            座 長 横 浜 市 長  山 中 竹 春 

埼玉 県 知事  大 野 元 裕 

                千葉 県 知事  熊 谷 俊 人 

                東京 都 知事  小 池 百合子 

神奈川県知事  黒 岩 祐 治 

                川 崎 市 長  福 田 紀 彦 

千 葉 市 長  神 谷 俊 一 
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                さいたま市長  清 水 勇 人 

                相模 原 市長  本 村 賢太郎 
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「朝の小1の壁」の解消について
令和７年１０月３１日（金）

65



「朝の小１の壁」について
『朝の小１の壁』とは

こどもの小学校入学に際して、保育所の預かり開始時間と小学校の登校時間の差により
保護者等が仕事等を変更せざるを得ない状況になること。

割合件数変更したもの
21.1％6,047仕事

1.4％391住居

1.6％448その他

76.7％21,995特になし

100.0％28,673＜全体＞

＜平日朝の児童の登校時間に合わせて変更したもの＞

割合変更した主な内容（内訳・複数回答）

31.1%転職した
53.5%転職はせずに勤務時間の調整をしてもらった
4.5%転職はせずに勤務地の調整をしてもらった

11.6%転職はせずに在宅勤務など勤務形態を調整して
もらった

5.8%退職した
出典：令和６年度埼玉県調査「放課後と夏休み等の過ごしかた調査」

令和６年度に埼玉県が行った調査においても、平日朝の児童の登校時間に合わせて
約２割の保護者が「仕事を変更した」と回答。
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「朝の小１の壁」を取り巻く状況

令和６年度に国が行った調査において、学校がある日の朝の主な居場所について、
「こどもが一人で過ごす時間があり、不安がある」と回答した保護者の割合は28.3％
と一定数を占めている。

また、学校がある日の朝（始業前）、こどもが現在「自宅」で過ごしている保護者に
対して、自宅以外の居場所の利用希望を尋ねたところ、「とても利用したいと思う」

「利用したいと思う」の合計が30.3％と、保護者のニーズも一定程度みられる。

保護者のニーズについて

出典：こども家庭庁令和６年度子ども・子育て支援調査研究事業「小学校の長期休業中におけるこどもの居場所に関する調査研究報告書」

【学年別】
小学校１年生：41.9%

【学年別】
小学校１年生：30.4%

67



「朝の小１の壁」解消に向けて
「朝の小１の壁」解消に向けた取組

地域の実情に応じて、一部の地方自治体が朝の居場所づくりの対応を開始

一方、国の自治体に対する働きかけは、モデル事業への支援、事例紹介等に留まる。

１ 実施期間 令和７年度～令和８年度（予定）

２ 補助内容 ・見守りを実施する者の人件費
・環境整備のための経費（利用登録証、
鍵等の消耗品費など） など

３ 補助基準額 ２，０００千円

４ 補助率 2/3

５ 実施予定 ４市町１０校

（保護者） （朝のこどもの居場所） （小学校）

朝のこどもの居場所づくりにより
「出勤時間」にあわせた登校

【埼玉県の取組】
小学校等でこどもを預かる「朝のこどもの居場所」づくりモデル
事業を実施する市町村に対して予算の範囲内で補助金を交付。

真の「こどもまんなか社会」を実現していくためには、国・自治体のみならず、企業を含む
社会全体で「こども・子育てに優しい社会づくり」に取り組んでいくことが不可欠

利用者から「おかげで
時間休を取らずに済ん
でいる」などの声も
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国への要望

１ 国として、「朝の小１の壁」については、社会全体で取り組むべき
課題であることを明確に打ち出すとともに、多様でより柔軟な働き方が
可能となるよう、企業の働き方改革が一層促進されるための取組を
推進すること。

２ 地域の実情を踏まえ、「朝の小1の壁」の解消に向けた事業を地方自治
体が実施していく場合には、各自治体が安定的に事業を実施できるよう、
十分な財政措置を行うこと。

「朝の小１の壁」の解消に向けて、次のとおり九都県市共同で国に要望したい。
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学校部活動の地域展開等の推進に係る支援について（案） 

 

学校部活動は、生徒の多様な学びの場として教育的意義が大きいが、急

激な少子化の進展に加え、学校における働き方改革の観点から、従前の運

営体制では維持が困難になっている。 

国においては、学校部活動の地域連携や地域クラブ活動への転換を推

進することとし、「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実

行会議」により令和７年５月に提出された「最終とりまとめ」では、令和

８年度から 13 年度を「改革実行期間」として、この期間内に、休日につ

いては、原則、全ての学校部活動を地域クラブ活動に転換することを目指

し、平日については、地域の実情等に応じた取組を進めることとされた。

これまで各自治体においては、国の支援を活用しながら、学校部活動の地

域展開等に取り組んできたが、地域の有する人的資源や財源等に限りが

ある中、国からの財政支援が継続的に得られるかが不透明であり、更に国

の有識者会議において検討されている地域クラブ活動に関する認定制度

等への対応が生じることに加え、教員が運営の大部分を担っている大会

の見直しなど、自治体単独では対処が困難な諸課題が、地域展開等を進め

る上での障壁となっている。国において、地域展開等により目指す子供た

ちの活動機会のあり方と、そこに至るまでの改革実行期間における進め

方について、諸課題への対応や、国からの財政支援のあり方も含め、現実

的で持続可能な内容にて早期に示すことが必要である。 

地域クラブ活動への転換については、多様で質の高い指導者を確保し、

持続可能な運営体制を構築する必要がある一方で、担い手となる人材や

団体等には限りがあり、今後、地域展開等の全国的な進展に伴い、担い手

不足に起因して、指導者報酬を含めた運用経費が高騰し、自治体の負担が

過大となることが懸念される。国において、実証事業後の新たな支援制度

を創設するにあたっては、各自治体において持続可能な運営体制が構築

できるよう、十分な財政措置を行うことが望まれる。 

また、とりわけ多くの学校数及び生徒数を抱える首都圏では、地域展開

等の推進に際し、担い手となる人材について、各地域で継続的な掘り起こ

しをすることが欠かせず、地域クラブの指導者や部活動指導員という特

千葉市提案（確定案） 
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殊な勤務形態に鑑み、民間事業者等の一層の協力を得る必要がある。その

ため、従業員の柔軟な働き方や副業制度の整備等を行う民間事業者等へ

の税控除制度の創設など、実効性のある支援に取り組むことが必要であ

る。 

更に、部活動指導員については、地域クラブ活動への転換がされるまで

の当面の手法とされているが、地域によっては、運営団体・実施主体の確

保が難しい等の理由から、部活動指導員の配置が実情に合った手法とし

て選択されている状況も踏まえ、補助制度の拡充が望まれる。現行の制度

においては、同一の学校における同一の部活動への配置は補助対象期間

が最長５年であることに加え、報酬における１時間当たりの補助単価が

全国一律で 1,600円が上限とされており、研修受講時間に関する費用や、

民間事業者等の第三者へ委託した際の費用は補助対象外である等、部活

動指導員の量の確保と質の向上に対する支援としては十分ではない。 

将来にわたり、子供たちが継続的にスポーツ及び文化芸術活動に親し

む機会を確保・充実するため、学校部活動の地域展開等を推進すべく、次

の事項を国へ要望する。 

 

 

１ 学校部活動の地域展開等により国が目指す子供たちの活動機会のあ

り方と、そこに至るまでの改革実行期間における進め方について、現実

的で持続可能なものとなるよう検討し、早期に詳細かつ明確に示すこ

と。その際、解決が必要な諸課題への対応や、国による支援体制につい

ても、同様に明示すること。 

 

２ 地域クラブ活動への転換について、今後全国的な進展に伴い、担い手

不足等により、運用経費が高騰し、自治体の負担が過大になると懸念さ

れることから、安定的・継続的に取組が進められるよう、十分な財政措

置を行うこと。 

 

３ 学校部活動の地域展開等の担い手となる人材の確保につながるよう、

従業員の柔軟な働き方や副業制度の整備等を行う協力民間事業者等へ

のインセンティブ制度の創設等、実効性のある支援策に取り組むこと。 
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４ 部活動指導員の配置について、補助単価の引上げ、補助対象期間の拡

大、民間事業者への委託費を補助対象経費に含める等、財政支援を拡充

すること。 

 

 

令和７年 月 日 

 

 

文 部 科 学 大 臣   松 本  洋 平  様 

 

 

    九都県市首脳会議 

座 長 横 浜 市 長   山 中 竹 春 

埼 玉 県 知 事   大 野 元 裕 

千 葉 県 知 事   熊 谷 俊 人 

東 京 都 知 事   小 池 百 合 子 

神奈川県知事   黒 岩 祐 治 

川 崎 市 長   福 田 紀 彦 

千 葉 市 長   神 谷 俊 一 

さいたま市長   清 水 勇 人 

相 模 原 市 長   本 村 賢 太 郎 
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